
- 15 - 

議案第７９号  

 

藤沢市特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部改

正について 

 藤沢市特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を次のように

改正する。 

２０２４年（令和６年）２月２８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例 

 藤沢市特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例（平成２７年藤沢市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

(3) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務 

をいう。 

(4) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

第３条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事  

務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。 
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提案理由 

この条例を提出したのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、規定の整備をする必要による。 


